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天
皇
主
催
・
成
年
皇
族
参
列
「
園
遊
会
」
の
在
り
方 

（
京
都
産
業
大
学
名
誉
教
授
）
所 

 

功 

 
上
皇
・
上
皇
后
両
陛
下
の
卒
寿
を
祝
う
音
楽
会 

七
月
末
現
在
、
皇
室
の
方
々
が
そ
れ
ぞ
れ
お
健
や
か
で
あ
ら
れ
る
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
あ
り
が
た
い
。
と
り
わ
け
七
月
十

日
、
皇
居
東
御
苑
の
桃
華
楽
堂
に
お
い
て
催
さ
れ
た
上
皇
・
上
皇
后
両
陛
下
の
卒
寿
（
九
十
歳
）
を
お
祝
い
す
る
コ
ン
サ
ー

ト
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
を
テ
レ
ビ
・
新
聞
な
ど
に
よ
り
拝
見
し
て
、
ほ
の
ぼ
の
と
温
か
な
安
ら
ぎ
を
覚
え
た
人
が
多
い
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。 

そ
の
貴
賓
席
を
見
る
と
、
前
列
の
中
央
に
向
か
っ
て
左
か
ら
上
皇
后
・
上
皇
両
陛
下
、
天
皇
・
皇
后
両
陛
下
が
並
ば
れ
、

後
列
に
元
皇
女
の
黒
田
清
子
様
と
夫
の
慶
樹
様
、
皇
嗣
の
秋
篠
宮
・
同
妃
両
殿
下
、
皇
女
の
愛
子
内
親
王
と
従
姉
の
佳
子
内

親
王
が
並
ん
で
お
ら
れ
る
。 

こ
れ
は
基
本
的
に
既
婚
者
の
お
二
人
を
一
対
と
し
、
若
い
未
婚
者
を
一
緒
に
し
て
、
寛
（
く
つ
ろ
）
ぎ
や
す
く
工
夫
さ
れ

た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
自
然
で
あ
り
、
微
笑
ま
し
い
印
象
を
醸
し
出
す
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
と
想
わ
れ
る
。 

皇
室
行
事
参
列
者
は
成
年
皇
族
が
原
則 

こ
の
よ
う
な
皇
室
の
儀
式
行
事
に
参
列
で
き
る
の
は
、
明
治
以
降
「
成
年
」
皇
族
が
原
則
と
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
年
齢
は
、

旧
典
範
の
第
十
三
・
十
四
条
を
承
け
て
、
現
行
の
新
典
範
で
も
第
二
十
二
条
に
「
天
皇
、
皇
太
子
及
び
皇
太
孫
の
成
年
は
、

十
八
年
と
す
る
」
と
定
め
ら
れ
て
お
り
、
他
の
皇
族
は
従
来
ど
お
り
二
十
歳
と
解
さ
れ
て
い
る
。 

そ
の
た
め
、
今
上
陛
下
は
昭
和
五
十
五
年
（
一
九
八
〇
）
二
月
二
十
三
日
、
ま
た
秋
篠
宮
殿
下
は
昭
和
五
十
九
年
十
一
月

三
十
日
、
ま
だ
皇
太
子
で
も
皇
嗣
で
も
な
か
っ
た
か
ら
、
他
の
皇
族
と
同
様
、
満
二
十
歳
で
成
年
と
な
ら
れ
た
後
よ
り
皇
室

行
事
に
参
列
さ
れ
て
い
る
。 

こ
の
原
則
に
従
っ
て
、
皇
女
の
愛
子
内
親
王
は
、
令
和
三
年
（
二
〇
二
一
）
十
二
月
一
日
、
満
二
十
歳
で
成
年
を
迎
え
、

五
日
に
皇
居
・
宮
殿
で｢

宝
冠
大
綬
章｣

を
親
授
さ
れ
る
成
年
行
事
に
臨
ま
れ
た
。
た
だ
、
学
習
院
大
学
在
学
中
の
た
め
、
公

式
行
事
へ
の
参
列
を
控
え
、
同
五
年
二
月
、
「
天
皇
記
念
日
」
の
一
般
参
賀
に
出
ら
れ
た
の
が
初
舞
台
と
な
っ
て
い
る
。 

そ
の
一
般
参
賀
で
は
、
午
前
中
に
三
回
、
天
皇
陛
下(

64)

を
中
心
と
し
て
、
向
か
っ
て
右
側
に
皇
后
陛
下
と
愛
子
内
親
王
、

左
側
に
秋
篠
宮
・
同
妃
両
殿
下
と
佳
子
内
親
王
が
立
た
れ
た
。
こ
れ
も
、
い
わ
ば
フ
ァ
ミ
リ
ー
の
纏
ま
り
を
重
視
さ
れ
た
も

の
と
い
え
よ
う
。 

天
皇
主
催
の
園
遊
会
も
フ
ァ
ミ
リ
ー
単
位
可
能
か 

皇
室
行
事
の
う
ち
、
毎
年
正
月
二
日
と
「
天
皇
誕
生
日
」
の
一
般
参
賀
と
共
に
注
目
さ
れ
る
の
が
、
春
と
秋
の
「
園
遊
会
」

で
あ
る
。
宮
内
庁
の
Ｈ
Ｐ
に
よ
れ
ば
、
天
皇
皇
后
両
陛
下
は
・
・
・
各
界
功
労
者
と
そ
れ
ぞ
れ
の
配
偶
者
約
二
〇
〇
〇
人
を

お
招
き
に
な
っ
て
・
・
・
皇
嗣
同
妃
両
殿
下
は
じ
め
皇
族
方
が
出
席
さ
れ
る
・
・
・
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。 

そ
の
園
遊
会
に
、
今
年
九
月
六
日
で
満
十
八
歳
と
な
ら
れ
る
高
校
三
年
の
悠
仁
親
王
も
、
令
和
四
年
四
月
か
ら
施
行
さ
れ

改
正
民
法
を
準
用
し
、
秋
の
園
遊
会
に
成
年
皇
族
と
し
て
参
列
な
さ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。 

そ
れ
は
、
も
し
大
学
受
験
準
備
に
支
障
が
な
け
れ
ば
、
実
現
さ
れ
る
ほ
う
が
望
ま
し
い
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
そ
の
場
合
、

赤
坂
御
苑
の
高
台
に
ど
の
よ
う
な
形
で
立
た
れ
る
の
か
、
す
で
に
週
刊
誌
な
ど
の
話
題
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を

悠
仁
親
王
が
先
か
愛
子
内
親
王
が
先
か
、
と
い
う
よ
う
な
議
論
に
し
て
は
な
ら
な
い
。
現
在
の
内
廷
皇
女
も
次
代
の
皇
嗣
長

男
も
、
比
較
で
き
な
い
重
要
な
役
割
を
持
つ
特
別
な
存
在
だ
、
と
い
う
認
識
を
共
有
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。 

そ
こ
で
、
あ
え
て
一
試
案
を
申
せ
ば
、
園
遊
会
で
も
、
内
廷
と
皇
嗣
家
ご
と
に
纏
っ
て
並
ば
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
仲
の
良
い

姿
を
示
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
の
で
は
な
い
か
。
お
招
き
を
受
け
た
参
会
者
へ
の
お
声
か
け
も
、
各
フ
ァ
ミ
リ
ー
ご
と
に

手
分
け
し
て
行
わ
れ
た
ら
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

（
令
和
六
年
七
月
三
十
一
日 

記
） 


